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１． 布田川・日奈久断層帯  

 
※地震調査研究推進本部地震調査委員会 

「布田川断層帯・日奈久断層帯の評価（一部改訂）」（平成 25 年 2 月 1 日）から引用。 

 
1 断層帯の位置及び形態 

布田川断層帯は、熊本県阿蘇

郡南阿蘇村から上益城郡益城町

木山付近を経て、宇土半島の先

端に至る断層帯である。本断層

帯は、概ね東北東－西南西方向

に延び、全体の長さは  約  64 

km 以上の可能性がある。布田

川断層帯は、断層線の分布等か

ら、阿蘇村から木山付近に位置

する長さ約 19 km と推定され

る布田川区間、木山付近から宇

土市中心部に位置する長さ約 20 

km の可能性がある宇土区間及

び宇土市住吉町から宇土半島北

岸に沿って宇土半島先端に至る

長さ約 27 km 以上の可能性が

ある宇土半島北岸区間からな

る。 

このうち、宇土区間の一部と

宇土半島北岸区間は、従来認定

されておらず、重力異常の急変

帯の分布などから布田川区間及

び宇土区間東部の西方延長部に

おいて地下に伏在する活断層と

して新たに推定されたものであ

る。 

布田川区間は、南東側が相対的に隆起する上下成分を伴う右横ずれ断層であり、一部で

は複数の断層が並走して小規模な地溝帯を形成している。宇土区間及び宇土半島北岸区間

は、南東側が相対的に隆起する上下成分を伴う可能性がある。日奈久断層帯は、上益城郡

益城町木山付近から葦北郡芦北町を経て、八代海南部に至る断層帯である。本断層帯は、

概ね北東－南西方向に延び、全体の長さは約 81 km である可能性がある。日奈久断層帯

は過去の活動時期から、益城町木山付近から宇城市豊野町山崎付近まで延びる長さ約 16 

km の高野－白旗区間、宇城市豊野町山崎から芦北町の御立岬付近に分布する長さ約 40 

km の日奈久区間及び御立岬付近から八代海南部に位置する長さ約 30 km の可能性があ

る八代海区間に区分される。日奈久断層帯は、断層南東側が相対的に隆起する上下成分を

伴う右横ずれ断層であり、一部では断層が並走して小規模な地溝帯を形成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 断層帯の過去の活動 

（1）布田川断層帯 

布田川区間は、８千１百年－２万６千年程度の平均活動間隔で活動した可能性がある。
最新活動時期は約６千９百年前以後、約２千２百年前以前と推定され、活動時のずれの量
は、右横ずれを主体として２m 程度であった可能性がある。宇土区間及び宇土半島北岸区
間は、平均活動間隔、最新活動時期や活動時のずれの量に関する資料は得られていない。 

 
  （2）日奈久断層帯 

高野－白旗区間は、最新活動時期が約１千６百年前以後、約１千２百年前以前と推定さ
れる。平均活動間隔は不明である。活動時のずれの量は、右横ずれを主体として２m 程度
であった可能性がある。日奈久区間は、平均活動間隔が３千６百年－１万１千年程度であ
る可能性がある。最新活動時期は約８千４百年前以後、約２千年前以前と推定され、活動 

時には断層南東側の３m 程度の相対的隆起とそれ以上の右横ずれがあったと推定される。 

八代海区間は、平均して１千１百年－６千４百年程度の間隔で活動した可能性がある。最
新活動時期は約１千７百年前以後、約９百年前以前と推定され、西暦 744 年（天平 16 

年）の肥後地震の可能性がある。活動時には３m 程度ずれがあったと推定されるが、ずれ
の向きは不明である。 

 
3 断層帯の将来の活動 

（1）布田川断層帯 
布田川区間では、マグニチュード（M）が 7.0 程度の地震が発生すると推定され、そ

の際に右横ずれを主体として２m 程度のずれを生じる可能性がある。布田川区間において
将来このような地震が発生する確率は表 1 に示すとおりである。本評価で得られた地震の
発生確率には幅があるが、その最大値をとると、布田川区間は､今後 30 年の間に地震が
発生する可能性が､我が国の主な活断層の中ではやや高いグループに属することになる※1※2。   

宇土区間では、M7.0 程度の地震が発生すると推定され、その際に断層の南側が北側に
対して相対的に高まる段差を伴い、全体として２m 程度のずれを生じる可能性がある。宇
土区間においては、過去の活動が明らかでないため、将来このような地震が発生する確率
を求めることはできない。宇土半島北岸区間では、M7.2 程度以上の地震が発生すると推
定され、その際に断層の南側が北側に対して相対的に高まる段差を伴い、全体として３m 

程度以上のずれを生じる可能性がある。宇土半島北岸区間においては、過去の活動が明ら
かでないため、将来このような地震が発生する確率を求めることはできない。布田川断層
帯の３つの区間は別々に活動すると推定されるが、全体が同時に活動する可能性も否定で
きない。その場合には、M7.5－7.8 程度以上の地震が発生すると推定される。この場合の
地震の発生確率は求めることができないが、布田川断層帯の布田川区間の発生確率より大
きくなることはないと考えられる。 

 
  （2）日奈久断層帯 

高野－白旗区間では、M6.8 程度の地震が発生すると推定され、その際には右横ずれを
主体として２m 程度のずれを生じる可能性がある。高野－白旗区間においては、平均活動
間隔が明らかでないため、将来このような地震が発生する確率を求めることはできない。  

日奈久区間では、M7.5 程度の地震が発生すると推定され、その際には断層南東側の３
m 程度の相対的隆起とそれ以上の右横ずれを伴う可能性がある。日奈久区間において将来
このような地震が発生する確率は表 1 に示すとおりである。八代海区間では、M7.3 程度
の地震が発生すると推定され、その際には３m 程度のずれを生ずる可能性があるが、ずれ
の向きは不明である。八代海区間において将来このような地震が発生する確率は表 1 に示
すとおりである。本評価で得られた地震発生の長期確率には幅があるが、その最大値をと
ると､八代海区間は、今後 30 年の間に地震が発生する可能性が、我が国の主な活断層帯
の中では高いグループに属することになる※1※2。日奈久断層帯の３つの区間は別々に活動
すると推定されるが、全体が同時に活動する可能性も否定できない。その場合には、
M7.7-8.0 程度の地震が発生する可能性がある。さらに、日奈久断層帯の全体及び布田川断
層帯の布田川区間が同時に活動する可能性もある。この場合には M7.8－8.2 程度の地震
が発生する可能性がある。これらの場合の地震発生確率を求めることはできないが、布田
川区間の発生確率や日奈久断層帯の日奈久区間や八代海区間が単独で活動する確率より大
きくなることはないと考えられる。 



 

 

表 1 布田川断層帯・日奈久断層帯の将来の地震発生確率等 

 

項目 

将来の地震発生確率等※3 

布田川断層帯 日奈久断層帯 

布田川区間 日奈久区間 八代海区間 

今後 30 年以内の発生確率 ほぼ０%－0.9% ほぼ０%－６% ほぼ０%－16% 

今後 50 年以内の発生確率 ほぼ０%－１% ほぼ０%－10% ほぼ０%－30% 

今後 100 年以内の発生確率 ほぼ０%－３% ほぼ０%－19% ほぼ０%－50% 

今後 300 年以内の発生確率 ほぼ０%－９% ほぼ０%－48% ほぼ０%－90% 

地震後経過率※4 0.08－0.9 0.2－2.3 0.1－1.5 

集積確率※5 ほぼ０%－30% ほぼ０%－100%  ほぼ０%－100%  

 
※1：我が国の陸域及び沿岸域の主要な 98 の活断層帯のうち、2001 年４月時点で調査結果が公表されて 

いるものについて、その資料を用いて今後 30 年間に地震が発生する確率を試算すると概ね以下の 

ようになると推定される。 

 98 断層帯のうち約半数の断層帯：30 年確率の最大値が 0.1%未満 

 98 断層帯のうち約 1/4 の断層帯：30 年確率の最大値が 0.1%以上－３%未満 

 98 断層帯のうち約 1/4 の断層帯：30 年確率の最大値が３%以上 

（いずれも 2001 年４月時点での推定。確率の試算値に幅がある場合はその最大値を採用。） 

この統計資料を踏まえ、地震調査委員会の活断層評価では、次のような相対的な評価を盛り込むこ 

ととしている。 

今後 30 年間の地震発生確率(最大値)が３%以上の場合： 

「本断層帯は、今後 30 年の間に地震が発生する可能性が、我が国の主な活断層の中では高い 

 グループに属することになる」 

今後 30 年間の地震発生確率(最大値)が 0.1%以上－３%未満の場合： 

「本断層帯は、今後 30 年の間に地震が発生する可能性が、我が国の主な活断層の中ではやや 

 高いグループに属することになる」  

※2：1995 年兵庫県南部地震、1858 年飛越地震及び 1847 年善光寺地震の地震発生直前における 30 年確

率と集積確率 (うち、1995 年兵庫県南部地震と 1858 年飛越地震については「長期的な地震発生確

率の評価手法について」（地震調査研究推進本部地震調査委員会，2001）による暫定値)は以下のと

おりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「長期的な地震発生確率の評価手法について」に示されているように、地震発生確率は前回の地震

後、十分長い時間が経過しても 100%とはならない。その最大値は平均活動間隔に依存し､平均活動間

隔が長いほど最大値は小さくなる。平均活動間隔が３千５百年の場合は 30 年確率の最大値は７%程

度、１万年の場合は２%程度である。 

※3：評価時点はすべて 2013 年１月１日現在。「ほぼ０%」は 10-3%未満の確率値を示す。 

なお、計算に当 たって用いた平均活動間隔の信頼度は低い(△)ことに留意されたい。 

※4：最新活動(地震発生)時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発 

生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると 1.0 となる。日奈久断層帯日奈久 

区間を例にとると、今回の評価の数字のうち、0.2 は 2,000 年を 11,000 年で割った値であり、2.3 

は 8,400 年を 3,600 年で割った値。  

※5：前回の地震発生から評価時点までに地震が発生しているはずの確率。  



 

 

２．「1:25,000活断層図（国土地理院）」における活断層 

 

平成 7（1995）年に発生した阪神・淡路大震災後、地震災害を引き起こす活断層に関する情

報の整備及び公開の必要性が高まったことに応えるため、国土地理院では大地震の際に大きな

被害が予想される都市域とその周辺について、活断層の位置を詳細に表示した「1:25,000 活断

層図」を平成７年より活断層の研究者の協力を得て作成し、ホームページで公開しています。 

 「1:25,000 活断層図」のうち、平成 30 年 7 月に改訂された「八代 改訂版」において、宇城

市に位置する活断層として日奈久断層、両仲間断層、糸石断層、蕨野－出春断層が記載されて

います。活断層位置図および活断層の解説内容を下記に一部抜粋して示します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日奈久断層 

日奈久断層は、宇城市豊野町山崎から芦北町の御立岬付近まで全長約 40 km であるとされる

日奈久断層帯（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2013b）の日奈久区間の一部にあたる。 

本図では、宇城市豊野町安見付近から八代市上片町付近まで、北東－南西走向に延びる長さ

約 21 km の右横ずれ断層であり、北東部で南東落ち、南西部で北西落ちの上下変位を伴う。 

②両仲間断層 

両仲間断層は本調査で新たに見出した断層であり、新称したものである。両仲間断層は、宇

城市堀切から同市松橋町両仲間にかけてほぼ南北方向に約 3 km にわたって認められる。 

③糸石断層 

糸石断層は、本調査で新たに認められた断層であり、新称したものである。下益城郡美里町

中小路付近から宇城市暁付近まで水昌山の北麓をほぼ東西方向に延びる長さ約 3 km の右横ずれ

の変位を伴う断層である。 

④蕨野─出春断層 

蕨野－出春断層は、美里町古米付近から宇城市蕨野、出春を経て、八代市東陽町北まで、北

東－南西方向に延びる長さ約 9 km の右横ずれの変位を伴う断層である。  



 

 

３．関係法令等 

 
（１） 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年法律第 123号）（抜粋） 

平成三十年六月二十七日公布（平成三十年法律第六十七号）改正 

 

第一章 総則  

 

（目的） 

第一条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を

保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震

に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをい

う。 

２ この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増

築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。 

３ この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域につ

いては当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については

都道府県知事をいう。ただし、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第九十七条

の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の

区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。 

 

（国、地方公共団体及び国民の努力義務） 

第三条 国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促

進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金の融

通又はあっせん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解と

協力を得るため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努

めるものとする。 

４ 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努め

るものとする。 

 

第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等 

 

（基本方針） 

第四条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方

針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な 

事項 

五 次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その 

他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する重要事項 

３ 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067#1742
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（都道府県耐震改修促進計画） 

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図るための計画（以下「都道府県耐震改修促進計画」という。）を定

めるものとする。 

２ 都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に

関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の

地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所

管行政庁との連携に関する事項 

五 その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な

事項 

３ 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定

める事項を記載することができる。 

一 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保すること

が公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物（地震

に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（以下

「耐震関係規定」という。）に適合しない建築物で同法第三条第二項の規定の適用

を受けているものをいう。以下同じ。）であるもの（その地震に対する安全性が明

らかでないものとして政令で定める建築物（以下「耐震不明建築物」という。）に

限る。）について、耐震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認

められる場合 当該建築物に関する事項及び当該建築物に係る耐震診断の結果の報

告の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（相当数の建築

物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土

交通省令で定める道路（以下「建築物集合地域通過道路等」という。）に限る。）

の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすること

を防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物（地

震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の

円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物（第十四条第

三号において「通行障害建築物」という。）であって既存耐震不適格建築物である

ものをいう。以下同じ。）について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及

び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適

格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物

（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期限に関す

る事項 

三 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地

域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑

な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既

存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる

場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項 

四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号。以下「特

定優良賃貸住宅法」という。）第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその

全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅（特定優良賃貸住

宅法第六条に規定する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。）を活用し、第十九条

に規定する計画認定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居を必要とする

者（特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する者を除く。以下「特

定入居者」という。）に対する仮住居を提供することが必要と認められる場合 特

定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項 
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五 前項第一号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立行政法人都

市再生機構（以下「機構」という。）又は地方住宅供給公社（以下「公社」とい

う。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施が必要と認められる場合 機構

又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項 

４ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項を記載しようとす

るときは、当該事項について、あらかじめ、当該建築物の所有者（所有者以外に権原に

基づきその建築物を使用する者があるときは、その者及び所有者）の意見を聴かなけれ

ばならない。 

５ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に第三項第五号に定める事項を記載しようと

するときは、当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公社の同意を得なければな

らない。 

６ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表する

とともに、当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。 

７ 第三項から前項までの規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用する。 

 

（市町村耐震改修促進計画） 

第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の

耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画（以下「市町村耐震改修促進計画」とい

う。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関

する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の

地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所

管行政庁との連携に関する事項 

五 その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事

項 

３ 市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定め

る事項を記載することができる。 

一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地

域通過道路等に限る。）の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑

な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既

存耐震不適格建築物について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震

改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築

物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物（耐震

不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地

域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑

な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既

存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる

場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項 

４ 市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

５ 前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する。 
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第三章 建築物の所有者が講ずべき措置 

 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務） 

第七条 次に掲げる建築物（以下「要安全確認計画記載建築物」という。）の所有者は、

当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診

断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める期限までに所管行政庁に報告しなければならない。 

一 第五条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物 

同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限 

二 その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載され

た道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限

る。） 同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限 

三 その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道

路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限り、前

号に掲げる建築物であるものを除く。） 同項第一号の規定により市町村耐震改修

促進計画に記載された期限 

 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等） 

第八条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告

を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。 

２ 所管行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところに

より、その旨を公表しなければならない。 

３ 所管行政庁は、第一項の規定により報告を命じようとする場合において、過失がなく

て当該報告を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく

公益に反すると認められるときは、その者の負担において、耐震診断を自ら行い、又は

その命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当

の期限を定めて、当該報告をすべき旨及びその期限までに当該報告をしないときは、所

管行政庁又はその命じた者若しくは委任した者が耐震診断を行うべき旨を、あらかじ

め、公告しなければならない。 

 

（耐震診断の結果の公表） 

第九条 所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定める

ところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定により耐

震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。 

 

（通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担） 

第十条 都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国

土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する

費用を負担しなければならない。 

２ 市町村は、第七条第三号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通

省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を

負担しなければならない。 

 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力） 

第十一条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性

の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について

耐震改修を行うよう努めなければならない。 

 

 

 



 

 

（要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等） 

第十二条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保する

ため必要があると認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、基本方針

のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項（以下「技術指針事項」とい

う。）を勘案して、要安全確認計画記載建築物の耐震改修について必要な指導及び助言

をすることができる。 

２ 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物について必要な耐震改修が行われていない

と認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案し

て、必要な指示をすることができる。 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要安全確認計画記載建築物の所有者

が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができ

る。 

 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等） 

第十三条 所管行政庁は、第八条第一項並びに前条第二項及び第三項の規定の施行に必要

な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対

し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項（第七条の規定による

報告の対象となる事項を除く。）に関し報告させ、又はその職員に、要安全確認計画記

載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地若しくは要安全確認計画記載建築物の工事

現場に立ち入り、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地、建築

設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入

る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

 

（特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力） 

第十四条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの（要安全確認計画

記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。）の所有者

は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する

安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物に

ついて耐震改修を行うよう努めなければならない。 

一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホー

ムその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模

以上のもの 

二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの

貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

三 その敷地が第五条第三項第二号若しくは第三号の規定により都道府県耐震改修促進

計画に記載された道路又は第六条第三項の規定により市町村耐震改修促進計画に記

載された道路に接する通行障害建築物 

 

（特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等） 

第十五条 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実

施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対

し、技術指針事項を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修につ

いて必要な指導及び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物（第一号から第三号までに掲げ

る特定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが特に

必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものに限る。）に

ついて必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定既存耐震不



 

 

適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができ

る。 

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用す

る特定既存耐震不適格建築物 

二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利

用する特定既存耐震不適格建築物 

三 前条第二号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

四 前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有者

が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができ

る。 

４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところによ

り、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対

する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建築物、

特定既存耐震不適格建築物の敷地若しくは特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち

入り、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築

材料、書類その他の物件を検査させることができる。 

５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に

ついて準用する。 

 

（一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等） 

第十六条 要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適

格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応

じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 

２ 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を

確保するため必要があると認めるときは、当該既存耐震不適格建築物の所有者に対し、

技術指針事項を勘案して、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について

必要な指導及び助言をすることができる。 

  



 

 

（２） 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平成 7年政令第 429号）（抜粋） 

平成三十年十一月三十日公布（平成三十年政令第三百二十三号）改正 

 

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物） 

第一条 建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第三項ただ

し書の政令で定める建築物のうち建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第九十七

条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項

第四号に掲げる建築物（その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並

びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除

く。）以外の建築物とする。 

２  (省略) 

 

（耐震不明建築物の要件） 

第三条 法第五条第三項第一号の政令で定めるその地震に対する安全性が明らかでない建

築物は、昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものとする。ただし、

同年六月一日以後に増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事（次に掲げる

ものを除く。）に着手し、建築基準法第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条第

十八項の規定による検査済証の交付（以下この条において単に「検査済証の交付」とい

う。）を受けたもの（建築基準法施行令第百三十七条の十四第一号に定める建築物の部

分（以下この条において「独立部分」という。）が二以上ある建築物にあっては、当該

二以上の独立部分の全部について同日以後にこれらの工事に着手し、検査済証の交付を

受けたものに限る。）を除く。 

一 建築基準法第八十六条の八第一項の規定による認定を受けた全体計画に係る二以上

の工事のうち最後の工事以外の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工

事 

二 建築基準法施行令第百三十七条の二第三号に掲げる範囲内の増築又は改築の工事で

あって、増築又は改築後の建築物の構造方法が同号イに適合するもの 

三 建築基準法施行令第百三十七条の十二第一項に規定する範囲内の大規模の修繕又は

大規模の模様替の工事 

 

（通行障害建築物の要件） 

第四条 法第五条第三項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める距離（こ

れによることが不適当である場合として国土交通省令で定める場合においては、当

該前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において、

当該前面道路の幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の範囲におい

て、国土交通省令で定める距離）を加えた数値を超える建築物（次号に掲げるもの

を除く。） 

イ 当該前面道路の幅員が十二メートル以下の場合 六メートル 

ロ 当該前面道路の幅員が十二メートルを超える場合 当該前面道路の幅員の二分の一

に相当する距離 

二 その前面道路に面する部分の長さが二十五メートル（これによることが不適当であ

る場合として国土交通省令で定める場合においては、八メートル以上二十五メート

ル未満の範囲において国土交通省令で定める長さ）を超え、かつ、その前面道路に

面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距

離に当該前面道路の幅員の二分の一に相当する距離（これによることが不適当であ

る場合として国土交通省令で定める場合においては、二メートル以上の範囲におい

て国土交通省令で定める距離）を加えた数値を二・五で除して得た数値を超える組

積造の塀であって、建物（土地に定着する工作物のうち屋根及び柱又は壁を有する

もの（これに類する構造のものを含む。）をいう。）に附属するもの 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/407AC0000000123_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/407AC0000000123_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/407AC0000000123_20190625_430AC0000000067#9
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067#1742
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067#1742
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067#112
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/407AC0000000123_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/407AC0000000123_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067#164
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067#340
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067#340
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325CO0000000338_20190701_501CO0000000044
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325CO0000000338_20190701_501CO0000000044
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000201_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325CO0000000338_20190701_501CO0000000044
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325CO0000000338_20190701_501CO0000000044
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325CO0000000338_20190701_501CO0000000044
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325CO0000000338_20190701_501CO0000000044
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/407AC0000000123_20190625_430AC0000000067
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/407AC0000000123_20190625_430AC0000000067


 

 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立入検査） 

第五条 所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、要安全確認計画記載建築物の所

有者に対し、当該要安全確認計画記載建築物につき、当該要安全確認計画記載建築物の

設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに

当該要安全確認計画記載建築物の耐震診断及び耐震改修の状況（法第七条の規定による

報告の対象となる事項を除く。）に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、その職員に、要安全確認計画記載建

築物、要安全確認計画記載建築物の敷地又は要安全確認計画記載建築物の工事現場に立

ち入り、当該要安全確認計画記載建築物並びに当該要安全確認計画記載建築物の敷地、

建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 

 

（多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第六条 法第十四条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

二 診療所 

三 映画館又は演芸場 

四 公会堂 

五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗 

六 ホテル又は旅館 

七 賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎又は下宿 

八 老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

九 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類する

もの 

十 博物館、美術館又は図書館 

十一 遊技場 

十二 公衆浴場 

十三 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類す

るもの 

十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

十五 工場 

十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又

は待合いの用に供するもの 

十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 

十八 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

２ 法第十四条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計（当該各号に掲げる建築物の用途に供す

る部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。）とする。 

一 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 階数二及び床面積の合計五百平方メ

ートル 

二 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

（以下「小学校等」という。）、老人ホーム又は前項第八号若しくは第九号に掲げ

る建築物（保育所を除く。） 階数二及び床面積の合計千平方メートル 

三 学校（幼稚園、小学校等及び幼保連携型認定こども園を除く。）、病院、劇場、観

覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第

十号から第十八号までに掲げる建築物 階数三及び床面積の合計千平方メートル 

四 体育館 階数一及び床面積の合計千平方メートル 

３ 前項各号のうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十四条第

一号の政令で定める規模は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる建築物の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計に相当するものとして国土交

通省令で定める階数及び床面積の合計とする。 
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（危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第七条 法第十四条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。 

一 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第七項に規定する危険物（石油類

を除く。） 

二 危険物の規制に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号）別表第四備考第六号に

規定する可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類 

三 マッチ 

四 可燃性のガス（次号及び第六号に掲げるものを除く。） 

五 圧縮ガス 

六 液化ガス 

七 毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項に規定する毒物

又は同条第二項に規定する劇物（液体又は気体のものに限る。） 

２ 法第十四条第二号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める数量（第六号及び第七号に掲げる危険物にあっては、温度が零

度で圧力が一気圧の状態における数量とする。）とする。 

一 火薬類 次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量 

イ 火薬 十トン 

ロ 爆薬 五トン 

ハ 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 五十万個 

ニ 銃用雷管 五百万個 

ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 五万個 

ヘ 導爆線又は導火線 五百キロメートル 

ト 信号炎管若しくは信号火箭（せん）又は煙火 二トン 

チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料となる火薬又は爆薬

の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数量 

二 消防法第二条第七項に規定する危険物 危険物の規制に関する政令別表第三の類別

の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞ

れ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数量 

三 危険物の規制に関する政令別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類 三十トン 

四 危険物の規制に関する政令別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類 二十立方

メートル 

五 マッチ 三百マッチトン 

六 可燃性のガス（次号及び第八号に掲げるものを除く。） 二万立方メートル 

七 圧縮ガス 二十万立方メートル 

八 液化ガス 二千トン 

九 毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物（液体又は気体のものに限る。） 

二十トン 

十 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物（液体又は気体のものに限る。） 

二百トン 

３ 前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合において

は、同項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険物

の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商を加えた数値

が一である場合の数量とする。 
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（所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第八条 法第十五条第二項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建築

物である特定既存耐震不適格建築物とする。 

一 体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、ボーリング場、スケート場、水

泳場その他これらに類する運動施設 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類する

もの 

九 博物館、美術館又は図書館 

十 遊技場 

十一 公衆浴場 

十二 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類す

るもの 

十三 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又

は待合いの用に供するもの 

十五 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共

の用に供されるもの 

十六 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

十七 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園 

十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

十九 法第十四条第二号に掲げる建築物 

２ 法第十五条第二項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める床面積の合計（当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の

床面積の合計をいう。以下この項において同じ。）とする。 

一 前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる建築物（保育所を除く。） 床

面積の合計二千平方メートル 

二 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 床面積の合計七百五十平方メートル 

三 小学校等 床面積の合計千五百平方メートル 

四 前項第十九号に掲げる建築物 床面積の合計五百平方メートル 

３ 前項第一号から第三号までのうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合にお

ける法第十五条第二項の政令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、同項第一号か

ら第三号までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同項第一号から第三号までに定め

る床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める床面積の合計とする。 
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（特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査） 

第九条 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、前条第一項の特定既存耐震不適

格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号に掲げる

特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、これらの特定既存耐震不適格建築物につ

き、当該特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち

地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐

震改修の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、その職員に、前条第一項の特定既存

耐震不適格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号

に掲げる特定既存耐震不適格建築物、これらの特定既存耐震不適格建築物の敷地又はこ

れらの特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、当該特定既存耐震不適格建築

物並びに当該特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その

他の関係書類を検査させることができる。 

 

（基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査） 

第十条 所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、法第二十二条第二項の認定を

受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物

の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並び

に当該基準適合認定建築物の耐震診断の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、その職員に、基準適合認定建築

物、基準適合認定建築物の敷地又は基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、当該基

準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計

図書その他の関係書類を検査させることができる。 

 

（要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査） 

第十一条 所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、要耐震改修認定建築物の区

分所有者に対し、当該要耐震改修認定建築物につき、当該要耐震改修認定建築物の設計

及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該

要耐震改修認定建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、その職員に、要耐震改修認定建築

物、要耐震改修認定建築物の敷地又は要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、当

該要耐震改修認定建築物並びに当該要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料

及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 
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（３） 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）（抜粋） 

平成三十年六月二十七日公布（平成三十年法律第六十七号）改正 

 

（著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令） 

第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の

敷地、構造又は建築設備（いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基

づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。）について、損傷、腐食そ

の他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有

害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管

理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、

増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとるこ

とを勧告することができる。 

２ 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予

期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

３ 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備（い

ずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定

の適用を受けないものに限る。）が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害で

あると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に

対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様

替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることが

できる。 

４ 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合

に準用する。 

 

（４） 建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）（抜粋） 

令和元年六月二十八日公布（令和元年政令第四十四号）改正 

 

（勧告の対象となる建築物）  

第十四条の二 法第十条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用

途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のも

の 

二 事務所その他これに類する用途に供する建築物（法第六条第一項第一号に掲げる建

築物を除く。）のうち階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるもの 
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別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 

（第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係） 

 （い） （ろ） （は） （に） 

 用途 

（い）欄

の用途

に供す

る階 

（い）欄の用途に供する部分（（一）項

の場合にあつては客席、（二）項及び

（四）項の場合にあつては二階、（五）

項の場合にあつては三階以上の部分

に限り、かつ、病院及び診療所につい

てはその部分に患者の収容施設があ

る場合に限る。）の床面積の合計 

（い）欄の

用途に供

する部分

の床面積

の合計 

（一） 

劇場、映画館、演芸

場、観覧場、公会堂、

集会場その他これらに

類するもので政令で定

めるもの 

三階以

上の階 

二百平方メートル（屋外観覧席にあつ

ては、千平方メートル）以上 
 

（二） 

病院、診療所（患者の

収容施設があるものに

限る。）、ホテル、旅館、

下宿、共同住宅、寄宿

舎その他これらに類す

るもので政令で定める

もの 

三階以

上の階 
三百平方メートル以上  

（三） 

学校、体育館その他こ

れらに類するもので政

令で定めるもの 

三階以

上の階 
二千平方メートル以上  

（四） 

百貨店、マーケット、展

示場、キャバレー、カフ

ェー、ナイトクラブ、バ

ー、ダンスホール、遊

技場その他これらに類

するもので政令で定め

るもの 

三階以

上の階 
五百平方メートル以上  

（五） 

倉庫その他これに類す

るもので政令で定める

もの 

 二百平方メートル以上 

千五百平

方メート

ル以上 

（六） 

自動車車庫、自動車修

理工場その他これらに

類するもので政令で定

めるもの 

三階以

上の階 
 

百五十平

方メート

ル以上 

 

 


